
台東区世界遺産登録推進PRロゴ 
・マスコットキャラクター 

 

使用マニュアル 

ルールを守って使おう！ 
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①申請書（印鑑が必要です） 

②商品等の見本（企画書・図案でもOK） 
③企業・団体等の概要書 

第１章 申請手続きについて 
 

 

「世界遺産登録推進PRロゴ」や「コルビおじさん」
のイラストを使用する場合、事前に申請による許可
を得ることが必要です。 
 

重要 
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申請書に必要事項を記入のうえ、事務局へ郵送 
または持参してください。 

提出先 〒１１０－８６１５  

    東京都台東区東上野４丁目５番６号 

    台東区役所 世界遺産登録推進室 

 

申請書はホームページからのダウンロード
又は事務局よりFAXにてお送りします。 

世界遺産登録推進ホームぺージ 

http://www.city.taito.lg.jp/sekaiisan/ 

台東区世界遺産登録推進室 

TEL ０３－５２４６－１０８２ 

FAX ０３－５２４６－１３３９ 
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受付終了後、審査から使用承認まで約１週間～ 
１０日程度かかります。 
余裕を持ってお早目に提出してください。 
※修正等が必要な場合は、上記の期間以上かかることがあります。 

使用 

申請書 

提出 

受付 審査 使用
承認 

デザインの修正
など調整作業 

※約１週間～ 

１０日間 

※新聞・テレビ・雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合は除きます。 
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「世界遺産登録推進PRロゴ」や「コルビおじさん」の 
イラストには、「承認番号」を必ず付けてください。 

重要 

＋ 

 
【日本語表記】 

コルビおじさん©台東区○○○ 
【英語表記】 

Corbi-ojisan ©Taito City ○○○ 
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【日本語表記】 
©台東区○○○ 
【英語表記】 

©Taito City ○○○ 
 

＋ 



 
 

【記載例】 
 「承認番号」は下記のように記載してください。 
 

  【印刷物の場合】    【商品の場合】 
               ・パッケージ自体に記載する 

コルビおじさん©台東区○○○ 
コルビおじさん©台東区○○○ 
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申請書の
記入例 
（第1号様式） 
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 個人で申請される方の添付書類 
「プロフィールがわかるもの」について 

商店など
の場合 

 主に販売品やいつごろからお店
をはじめたかなど、下記のような
内容をお出しください。 

お名前 

ご住所 

電話番号 

お店の経歴 

（取扱い商品等） 
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・パンフレットの増刷 

・同じ商品の生産拡大 

・悪天候によるイベントの順延 

 

※現在、使用中の方で、使用期間の更新を希望す
る場合には、更新申請が必要です。 

以前申請された商品と別の商品
を申請される場合は、新規での
申請が必要になります。 

（この場合、承認番号は前回と異
なります。） 

第４号様式 使用承認期間更新申請書  
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※デザインや種類を増やしたい場合など、現在、
使用中の方で、内容を変更する場合には、変更申
請が必要です。 

・キーホルダーのデザインを変えたい 

・追加で色の種類を増やしたい 

・申請時より販売数が増えた 

以前申請された商品と別の商品
を申請される場合は、新規での
申請が必要になります。 

（この場合、承認番号は前回と
異なります。） 

第５号様式 使用承認変更申請書  
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申請書の添付する「商品等の見本」について 

商品（見本）の現物か、その写真・イラスト、ま
たは商品の仕様書など、どのように使用するか具
体的にわかるものが必要です。 

「承認番号」もサンプルとして記載してください。 

 

（例）コルビおじさん©台東区○○○ 

どこに、どのように使用する
か具体的に教えてね！ 
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出来上がった成果物は、現物を事務局へ郵送・ 
持参してください。 

 

 
商品等の場合は、完成品を提出してく
ださい。ホームページや広告の場合は、
印刷したもの等を提出してください。 
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使用にあたっての留意事項 

使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた
場合でも、区は、損害賠償、損失補償その他法律上
の責任を一切負いません。 

① 

② 

③ 

使用承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲
渡し、又は転貸しないこと。 

商標法（昭和３４年法律第１２７号）による商標登録、
意匠法（昭和３４年法律第１２５号）による意匠登録等、
著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登
録しないこと。 

よく読んでね！ 
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次の場合、使用を承認しません！ 

（１）法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる 

   とき。 

（２）特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそ 

   れがあると認められるとき。 

（３）不当の利益を得るために使用すると認められるとき。 

（４）自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると 

   認められるとき。 

（５）台東区の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（６）世界遺産登録推進の趣旨に反する目的で使用すると認められるとき。 

（７）第８条に規定する項目に基づき使用せず、又はそのおそれがあると認 

   められるとき。 

（８）その他区長が使用について不適当であると認めるとき。 
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第２章 デザインについて 

【「コルビおじさん」のプロフィール】 

・近代建築の巨匠ル・コルビュジエの分身
です！ 

・台東区のキャラクターです！ 

・世界遺産登録を目指し、日々PRに励んで
います！ 
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※個別の企業・団体や商店、商品の応援はできません。デザイン
規定に沿って、正しく、中立公平に使用してください。 



台東区世界遺産登録推進PRロゴ 
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コルビおじさん 
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第３章 Q＆A 

Q１ 利用料は発生しますか？ 

A１ 商品等の販売を目的とした場合も含め、当分の  

  間、無料です。 

 

Q２ 使用承認を受けた商品などの使用期間に制限は 

  ありますか？ 

A１ 使用承認期間は２年以内です。承認期間を延長 

  する場合は、更新申請が必要です。（P10参照） 
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Q３ 申請書の印鑑は、何を使えばいいでしょうか？ 

A３ 法人・任意団体⇒法人印または代表者印 

  個人⇒個人印（認印、シャチハタ不可） 

Q４「コルビおじさん○○」など、商品の名前や店 

  名に「コルビおじさん」の冠を付けて良いです   

  か？ 

A４「コルビおじさん」は、台東区のキャラクターです 

  ので、性格付けやイメージ付けがなされるような使 

  い方や特定企業をイメージさせるような使い方はで 

  きません。このような観点から、原則として商品や 

  屋号、店名に「コルビおじさん」の冠を付けていた 

  だくことはできません。 
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○ 

× 

× 

世界遺産登録を 

応援しよう！ 

※店名などをコルビおじさん
に持たせたり、ふきだしで 
言わせることはできません。 

※コルビおじさんが特定商
品の名前を指差したりする
こと、おススメするような
表現はできません。 

○○商店 

書きやすい！ 

○○ボールペン 



Q５「世界遺産登録推進PRロゴ」や「コルビおじさ 

  ん」の色を変えてもかまいませんか？ 

A５ 指定色を利用してください。（P１７・P１８ 

  参照）また、変形させることもできません。 

  個別にどのような商品等かを確認した上で使用 

  の承認を判断しますので、申請書には必ず見本 

  （見本が添付できない場合は、写真・図等）を 

  添付してください。 
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台東区役所世界遺産登録推進室世界遺産登録推進担当 

 
〒１１０－８６１５    台東区東上野４－５－６ 

TEL ０３－５２４６－１０８２(直通）    FAX ０３－５２４６－１３３９ 


